


一別鬮爾鋼鯛鬮鬮藝鋼』硬饒鬮一蘂輌》一》一一ＦⅧ剛‐萢宅■ｆｑｄｑｇＬ■Ｐ』拙△■Ⅱロ、狙但心０Ｆ・１０も１勺：ｌ’．ぬり‐’１１．．丁０．０・・。・・・ロ・ｏＵＣ：沁１４口’１刃１４勺－３．．ⅡＰ，ｂｌ◆・１４■｛ｗｐＱ『ｌご・０．ｊｆＪ幻ＩＵ●■可、４．．．．・Ｐ学ｋや．。‐Ｃ・『’ｊ一一０。』●りＰ守合ｉ・Ｄｚ－切り，０●ｌＨｉＩＩＱＤ１９コ「Ｊ△■０．咽口守０屯口咀７０．四‐》沢トロリ▲Ｂ飯‐Ｉｑ４ｌＣ・‐“・■・ヨロ，．０，勺Ｄ－０ａ団剋ｑ６Ｊ０イ。。‐□Ｐ川ｊ０ｄ■ⅡⅡｑＵ・吊り凸』。、Ｈｇ△、③．「日・’，■０６■■『Ｕ聿咀Ｐ比■『■凸凹ｒ加配児ｎｍ△『０口ｗ』咄■ねロョロ幻日猩而⑰、Ｙ坐■可Ｊいか。“ＴＪ２二＄ロロ■空『心Ⅶ■や己君ｕロ■西口酒■記■］□⑪ｗ辺■『打口■Ⅶ閃■ロ、轡●『■■田口『印羽■叩ｏＰｗＤ－］■口逝姥曰阜巨ミロ団ｑ０ｊ（■■巨口釘旬凸口■Ⅲ、可咄■｝■■勾勺。「ぜ□■がＬ■つ司邑■ＢニロロⅢ，心二『■『ロゼ『。■つ■『》『ぬ。□白雪ロ’■ロロ？』。，６二「一■｜】も□マロニコー■■刺Ｕ、■、奇●■■？『口■■否○句ｕＤＢｎ。■か皮『且■ロケ由■■■Ｕ即ｗｕＪ由知１勺位■ｍ・凸｜■■凸凹■■屯■■２■｝凸△『■。ｎ且『■。。△‐田Ⅱご《国ぺ制『曰包『■佃面ロロ甸口
Ⅱ
け
り
Ⅱ

鯵 6４ ６５戦後部落史と日本占領文書研究

が
「
反
民
主
主
義
の
転
換
過
程
」
を
書
き
、
松
本
追
放
に
ふ
れ
て
い

る
。
だ
が
こ
れ
は
、
松
本
に
つ
い
て
ふ
れ
た
部
分
は
短
い
う
え
に
、

（
６
）
 

基
本
的
な
年
代
の
誤
り
な
ど
が
あ
る
。

袖
井
林
二
郎
氏
は
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
二
千
日
』
の
な
か
で
、
公

職
追
放
が
時
の
政
府
に
よ
っ
て
政
敵
を
倒
す
政
治
的
武
器
と
し
て
使

わ
れ
た
例
と
し
て
、
鳩
山
一
郎
・
石
橋
湛
山
・
平
野
力
三
と
な
ら
ん

（
７
）
 

で
松
本
治
一
郎
の
例
を
あ
げ
、
の
ち
に
『
拝
啓
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ー
兀
帥

様
』
て
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
あ
て
に
松
本
治
一
郎
の
追
放
解
除
を
要

（
８
）
 

請
す
る
多
数
の
手
紙
が
送
ら
れ
て
い
た
事
実
を
紹
介
し
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
事
例
の
紹
介
に
と
ど
ま
り
、
本
格
的
な
解
明
に
は
い

た
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
Ｈ
・
ベ
ア
ワ
ル
ド
は
公
職
追
放
に
つ
い
て
ま
と
め
た
『
指

導
者
追
放
』
の
な
か
で
鳩
山
一
郎
と
平
野
力
三
の
場
合
に
つ
い
て
は

深
く
言
及
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
松
本
治
一
郎
の
事
例
に
つ
い

（
９
）
 

て
は
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
ほ
か
、
部
落
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
奈
良

県
に
お
け
る
大
日
本
紡
績
高
田
工
場
の
解
雇
反
対
闘
争
に
他
の
民
主

団
体
と
と
も
に
部
落
解
放
同
盟
も
参
加
し
た
事
例
を
紹
介
し
て
い
る

（
、
）

竹
一
別
栄
治
氏
の
「
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
」
が
あ
る
く
ら
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ

今
後
の
研
究
に
と
っ
て
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
て
は
い
る
も
の

の
、
本
格
的
な
研
究
に
ま
で
い
た
っ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
の
占
領
研
究
の
蓄
積
が
、
こ
の
時
期
の
部

の
『
日
本
に
お
け
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
』
が
あ
る
。
同
書
は
強
烈
な
マ

ッ
カ
ー
サ
ー
賛
美
で
貫
か
れ
て
お
り
、
直
接
部
落
問
題
に
ふ
れ
た
記

述
は
な
い
。
た
だ
、
人
権
擁
護
を
確
立
し
た
法
律
と
し
て
、
一
九
四

八
年
に
制
定
さ
れ
た
人
身
保
護
法
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
最
も
よ
る
こ

（
⑫
）
 

ば
せ
た
と
い
う
。

ち
な
み
に
、
民
政
局
が
ま
と
め
た
「
日
本
の
政
治
的
再
編
成
に
関

す
る
経
過
報
告
」
の
な
か
で
は
、
人
権
・
平
等
と
か
か
わ
っ
て
、
①

日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
基
本
的
人
権
が
国
民
の
す
べ
て
に
保
障
さ
れ

た
こ
と
、
②
補
助
的
立
法
と
し
て
人
身
保
護
法
が
制
定
さ
れ
た
こ

と
、
③
法
務
府
（
現
在
の
法
務
省
）
に
人
権
擁
護
局
が
設
置
さ
れ

て
、
国
民
が
憲
法
に
保
障
さ
れ
て
い
る
個
人
と
し
て
の
権
利
を
侵
害

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
④
民

法
が
改
正
さ
れ
、
個
人
の
尊
厳
と
男
女
平
等
と
い
う
憲
法
の
原
則
に

（
過
）

合
致
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
の
四
点
に
ふ
れ
て
い
る
。

最
近
注
目
さ
れ
た
の
は
、
竹
前
栄
治
氏
に
よ
る
民
政
局
次
長
Ｃ
・

（
叫
）

Ｌ
・
ケ
ー
デ
ィ
ス
ヘ
の
聞
き
と
り
だ
っ
た
。
こ
の
聞
き
と
り
で
竹

前
氏
は
実
に
多
く
の
こ
と
を
ケ
ー
デ
ィ
ス
か
ら
引
き
出
し
て
い
る

が
、
と
く
に
憲
法
第
十
四
条
案
に
あ
っ
た
「
国
籍
」
お
よ
び
Ｇ
Ｈ
Ｑ

草
案
の
第
十
六
条
（
外
国
人
の
平
等
的
法
的
保
護
条
項
）
が
最
終
的

に
削
除
さ
れ
た
経
過
に
ま
で
踏
み
こ
ん
だ
の
は
、
大
き
な
意
義
が
あ

る
。
従
来
の
関
係
者
へ
の
聞
き
と
り
で
は
、
ど
う
し
て
も
前
文
、
第

一
条
、
第
九
条
な
ど
に
集
中
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

落
問
題
研
究
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
、
そ
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
少
し
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
客
観
的
に
は
そ

う
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
部
落
問
題
の
解
明
の
た
め
に
は
、
そ
の
た

め
の
独
自
の
努
力
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
占
領
研
究
に
み
ら
れ
る
部
落
問
題
に
つ
い
て
の
直
接

の
言
及
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
事

実
が
、
占
領
期
の
部
落
問
題
の
す
べ
て
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
こ
れ
ま
で
戦
後
部
落
史
の
側
か
ら
も
多
く
の
事
実
が
掘
り
お

こ
さ
れ
て
い
る
し
、
現
在
計
画
さ
れ
て
い
る
連
合
国
の
日
本
占
領
文

書
の
調
査
研
究
が
進
め
ば
さ
ら
に
多
く
の
事
実
が
発
掘
さ
れ
、
そ
れ

（
ｕ
）
 

ら
の
意
義
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

そ
の
際
に
大
き
な
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
占
領
研
究

の
一
環
と
し
て
翻
訳
・
発
表
さ
れ
て
い
る
総
司
令
部
関
係
者
の
回
想

録
や
聞
き
と
り
で
あ
る
。
そ
の
数
は
決
し
て
少
な
く
な
く
、
ま
た
左

か
に
は
部
落
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
た
証
言
も
あ
り
、
総
司
令
部
内
部

の
動
き
や
部
落
問
題
・
人
権
問
題
に
つ
い
て
の
認
識
の
あ
り
様
に
つ

い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
自
体
が
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て

い
る
。
以
下
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

ま
ず
民
政
局
関
係
で
は
、
民
政
局
長
だ
っ
た
Ｃ
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー

た
だ
し
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
証
言
の
う
ち
、
日
本
側
と
の
討
論
の
過
程

で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
第
十
六
条
が
削
除
さ
れ
た
の
を
黙
認
し
た
理
由
に
つ

い
て
現
行
第
十
四
条
案
に
「
国
籍
」
の
文
言
が
あ
っ
た
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
だ
っ
た
の
は
第
十
四
条
案

の
主
語
に
あ
っ
た
。
当
初
の
日
本
案
（
「
三
月
一
一
日
案
」
）
で
は
「
凡

て
の
国
民
は
」
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
総
司
令
部
側
か
ら
の
指
摘
に

よ
っ
て
「
凡
そ
人
は
」
に
修
正
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
「
国
民
」
が

日
本
国
民
を
さ
す
の
に
対
し
て
「
人
」
は
外
国
人
も
含
む
と
い
う
の

（
躯
）

が
総
司
令
部
側
の
理
解
で
あ
り
、
た
と
え
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
第
十
六
条
が

削
除
さ
れ
、
ま
た
「
国
籍
」
の
文
言
が
な
く
て
も
、
第
十
四
条
は
外

国
人
に
た
い
す
る
平
等
を
も
規
定
す
る
条
項
と
し
て
機
能
す
る
は
ず

だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
了
解
が
得
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
ケ
ー
デ
ィ
ス

自
身
が
記
憶
に
残
る
よ
う
な
議
論
や
反
対
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
日
本
政
府
は
、
当
初
か
ら
憲
法
に
外
国
人
の
平
等
的
法
的

保
護
条
項
を
入
れ
る
の
に
反
対
だ
っ
た
。
憲
法
制
定
に
か
か
わ
っ
た

佐
藤
達
夫
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
日
本
政
府
の
姿
勢
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
の
第
十
六
条
で
「
外
国
人
ハ
平
等
二
法
律
ノ
保
護

ヲ
受
ク
ル
権
利
ヲ
有
ス
」
と
い
う
規
定
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
わ
れ
わ

れ
の
立
案
の
際
に
は
は
な
は
だ
疑
問
を
持
っ
て
、
こ
う
い
う
こ
と
を
入
れ

る
の
は
ど
う
か
と
考
え
ま
し
た
が
、
前
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
と
に
か
く

、
、
、
、

わ
が
方
の
案
と
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
栗
の
い
が
に
当
る
部
分
だ
け
を
取

二
、
回
想
録
に
あ
ら
わ
れ
た
部
落
問
題
（
１
）
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日
本
で
は
、
同
じ
差
別
廃
止
の
条
文
は
主
と
し
て
大
戦
中
も
日
本
で
暮
ら

し
た
少
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
保
護
を
意
味
し
た
。
日
本
指
令
の
差
別
廃

止
条
項
は
占
領
軍
が
二
百
万
の
被
差
別
部
落
民
の
解
放
を
支
持
す
る
効
果

も
生
ん
だ
が
、
面
白
い
こ
と
に
、
ド
イ
ツ
指
令
を
真
似
し
て
こ
の
条
文
を

書
い
た
将
校
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
被
差
別
部
落
が
日
本
に
あ
る
こ
と
を

（
狸
）

全然知らなかった。（麹）
Ｊ
Ｃ
Ｓ
１
３
８
０
／
１
５
の
該
当
す
る
部
分
は
「
貴
官
は
、
特
に

政
治
的
及
び
市
民
的
自
由
の
制
限
と
、
人
種
、
国
籍
、
信
仰
又
は
政

見
に
よ
る
差
別
と
を
設
け
且
つ
維
持
し
た
す
べ
て
の
法
律
、
命
令
、

規
則
の
廃
止
を
確
実
に
す
る
」
で
あ
る
。
国
務
・
陸
軍
・
海
軍
三
省

調
整
委
員
会
で
起
草
さ
れ
、
前
記
指
令
の
も
と
と
な
っ
た
「
降
伏
後

に
於
け
る
米
国
の
初
期
の
対
日
方
針
」
（
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
１
５
０
／
４
）

に
も
、
「
人
種
、
国
籍
、
信
仰
又
は
政
治
的
見
解
を
理
由
に
差
別
侍

（
型
）

遇
を
規
定
す
る
法
律
、
命
令
及
規
則
は
廃
止
せ
ら
る
く
し
」
と
、
ほ

ぼ
同
文
の
内
容
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
本
国
か
ら
の
指
令
や
ガ
イ
ダ

ン
ス
の
な
か
に
、
部
落
問
題
と
の
関
係
を
類
推
さ
せ
る
事
項
が
な
い

こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
コ
ー
ェ
ン
の
回
想
録
と
合
致
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
総
司
令
部
の
最
高
司
令
官
か
ら
日
本
政
府
に
た
い
す

る
具
体
的
な
指
令
に
な
る
と
、
同
じ
よ
う
な
文
脈
で
あ
る
が
「
社
会

的
地
位
」
の
文
一
一
一
一
口
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
五
年
十
月
一
三
日

に
出
さ
れ
た
「
日
本
教
育
制
度
に
対
す
る
管
理
政
策
（
覚
書
）
」
に

（
マ
マ
）

、
、
、
、
、

は
、
「
人
権
、
国
籍
、
信
教
、
政
見
又
は
社
会
的
地
位
を
理
由
と
す

、
、

っ
て
お
き
、
渋
皮
に
当
る
部
分
は
だ
ん
だ
ん
と
司
令
部
と
折
衝
を
重
ね
つ

つ
削
っ
て
い
こ
う
と
い
う
態
度
で
お
り
ま
し
た
た
め
、
こ
の
三
月
一
一
日
案

の
十
四
条
で
は
、
「
外
国
人
ハ
均
シ
ク
法
律
ノ
保
護
ヲ
受
ク
ル
権
利
ヲ
有

ス
」
、
い
わ
ば
渋
皮
を
残
す
よ
う
な
気
持
で
お
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

は
三
月
四
日
の
晩
の
徹
夜
の
交
渉
そ
の
他
に
よ
っ
て
、
結
論
と
し
て
落
ち

ま
し
た
。
そ
の
か
わ
り
第
十
三
条
と
し
て
で
き
上
り
ま
し
た
要
綱
で
は
、

（
通
）

「
凡
ソ
人
ハ
」
と
い
う
形
に
一
な
っ
て
お
り
ま
す
。
（
傍
点
。
引
用
者
）

外
国
人
の
平
等
的
法
的
保
護
条
項
を
「
栗
の
い
が
」
「
渋
皮
」
と

（
Ⅳ
）
 

評
す
る
の
は
ま
さ
に
差
別
そ
の
０
、
の
と
い
わ
ざ
る
左
え
」
な
い
が
、
日

本
政
府
は
そ
の
最
後
の
渋
皮
「
凡
そ
人
は
」
の
一
句
ま
で
も
、
そ
の

後
の
土
壇
場
の
総
司
令
部
と
の
接
衝
の
な
か
で
「
す
べ
て
国
民
は
」

（
犯
）

に
修
正
し
て
、
当
初
、
も
っ
て
い
た
そ
の
精
神
を
台
無
し
に
－
）
て
し
ま

っ
た
。

な
お
、
以
上
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
日
本
側
が
憲
法
草
案
要
綱
を

ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
に
あ
っ
た
「
国
籍
」
が
「
門

閥
」
（
の
ち
に
「
門
地
」
）
に
変
え
ら
れ
、
「
カ
ー
ス
ト
」
が
削
除
さ
れ

（
蛆
）

た
と
説
明
一
さ
れ
る
の
が
通
説
の
よ
う
で
あ
、
り
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
証
言
Ｊ
も

こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
確
か
に
、
ハ
ッ
シ
ー
文
書
に
収
め
ら
れ
て

い
る
「
三
月
一
一
日
案
」
の
英
訳
文
に
は
「
門
閥
」
を
「
国
籍
」
と
直

（
釦
）

し
た
書
●
き
こ
み
が
あ
り
、
右
の
説
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
、
も
し
「
国
籍
」
の
文
言
が
な
く
な
っ
た
の
を
先
の
佐
藤

証
言
の
よ
う
な
文
脈
で
説
明
で
き
る
の
な
ら
ば
、
「
門
閥
」
「
門
地
」

い
■
１
記
円
Ｉ
Ｊ
Ｕ
５
出
Ｊ
■
ｑ
司
り
旬
呵
刀
４
Ｋ
可
『
円
制
■
目
ｎ
ｕ
０
勺
沮
ｆ
Ｇ
５
ｊ
Ｈ
Ｉ
日
凸
５
扁
了
弓
ｑ
ｄ
可
曰
。
利
口
ｑ
『
口
已
■
■
■
■
的
Ｊ
灯
！
。
？
‐
凸
可
Ｂ
Ｐ
Ⅲ
Ｃ
Ｊ
０
ｊ
乳
刈
ぐ
る
・
旬
０
兄
Ｙ
１
Ｄ
４
１
０
ヨ
リ
ロ
ｊ
ロ
ゴ
コ
エ
ロ
１
２
１
回
■
ｊ
□
杣
引
目
印
ｌ
ｌ
刊
１
打
▽
５
１
６
３
．
９
４
１
沙
。
甜
司
割
ｐ
Ｈ
印
印
⑪
１
１
０
斗
Ｏ
Ｎ
勺
０
才
１
１
Ⅲ
い
■
喝
■
■
■
ｕ
：
Ｉ
Ｎ
Ｎ
印
■
■
５
■
□
ｌ
ｑ
０
ｌ
１
ｎ
ｄ
Ｉ
□
Ｉ
心
ｕ
１
日
■
Ｔ
６
ｎ
Ｊ
２
ｎ
Ｊ
Ｈ
咀
利
岨

次
に
民
間
情
報
教
育
局
で
は
、
Ｈ
・
パ
ッ
シ
ン
の
『
米
陸
軍
日
本

語
学
校
』
が
あ
る
。
同
書
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
日
系
人
社
会
に
お
け

る
深
刻
な
部
落
差
別
に
直
面
し
た
経
験
や
、
黒
人
・
日
系
人
に
た
い

す
る
差
別
待
遇
撤
廃
に
つ
い
て
の
陸
軍
・
海
軍
の
姿
勢
の
違
い
な
ど

（
”
）
 

に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
。
ま
た
占
領
期
で
は
、
農
地
改

革
の
前
後
に
全
国
の
農
漁
村
三
○
カ
所
を
調
査
、
研
究
し
た
こ
と
に

（
麹
）

ふ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
は
被
差
別
部
落
を
含
む
農
村
も
あ
っ
た
。

る
学
生
、
教
師
、
教
育
関
係
官
公
吏
に
対
す
る
差
別
待
遇
を
禁
止
す

る
。
而
し
て
叙
上
の
差
別
待
遇
よ
り
生
じ
た
る
不
公
平
は
、
直
ち
に

（
蜜
）

是
正
せ
ら
る
べ
き
こ
と
」
と
い
う
一
項
が
あ
る
（
傍
点
・
引
用
者
）
。

が
、
コ
ー
ェ
ン
の
先
の
記
述
は
、
占
領
政
策
を
固
定
的
に
と
ら
え
る

の
で
は
な
く
、
米
国
政
府
、
総
司
令
部
、
そ
し
て
日
本
政
府
と
い
う

各
レ
ベ
ル
に
お
け
る
政
策
の
相
違
、
矛
盾
、
時
に
は
対
立
を
含
め
て

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

な
お
コ
ー
ェ
ン
は
、
こ
れ
以
外
に
も
、
「
社
会
的
身
分
」
に
よ
る

差
別
禁
止
を
含
む
労
働
基
準
法
の
制
定
が
「
歴
史
的
に
劣
等
視
き
れ

て
き
た
下
層
階
級
に
た
い
す
ろ
政
府
や
大
経
営
者
の
権
威
主
義
的
態

度
な
ど
を
早
急
に
克
服
す
る
」
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
そ

（
配
）

の
ほ
か
松
本
治
一
郎
に
つ
い
て
も
数
カ
所
で
ふ
れ
て
い
る
。

に
該
当
す
る
の
は
「
カ
ー
ス
ト
」
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
の
日
本
語
訳
に
よ

れ
ば
「
階
級
」
）
だ
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
が
、
こ
の
点
の
論
証
に
は
な
お
多
く
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

ケ
ー
デ
ィ
ス
ヘ
の
聞
き
と
り
に
も
登
場
す
る
ベ
ァ
テ
・
シ
ロ
タ

は
、
総
司
令
部
の
人
権
小
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
、
日

本
国
憲
法
の
草
案
を
起
草
し
、
ま
た
日
本
側
と
の
接
衝
に
は
通
訳
と

し
て
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
第
十
四
条
の
成
立
過
程
に
つ

い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ベ
ァ
テ
・

シ
ロ
タ
ほ
か
、
憲
法
草
案
起
草
に
か
か
わ
っ
た
関
係
者
の
経
歴
に
っ

（
、
）

い
て
は
田
中
英
夫
『
憲
法
制
定
過
程
覚
え
書
』
に
く
わ
し
い
。

経
済
科
学
局
で
は
、
二
代
目
の
労
働
課
長
を
つ
と
め
た
Ｔ
・
コ
ー

エ
ン
の
『
日
本
占
領
革
命
』
が
あ
り
、
こ
れ
は
単
な
る
回
想
と
い
う

よ
り
も
、
占
領
政
策
の
形
成
か
ら
占
領
行
政
全
般
を
含
む
ド
キ
ュ
メ

ン
ト
の
感
が
す
る
。
同
書
に
は
、
部
落
問
題
と
か
か
わ
っ
て
、
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
一
九
四
五
年
十
一
月
一
日
に
ア
メ
リ
カ
の
統

合
参
謀
本
部
（
Ｊ
Ｃ
Ｓ
）
が
最
高
司
令
官
に
あ
て
た
「
降
伏
後
に
於

け
る
米
国
の
初
期
の
基
本
的
指
令
」
（
Ｊ
Ｃ
Ｓ
１
３
８
０
／
１
５
）

が
、
ド
イ
ツ
に
た
い
す
る
占
領
指
令
案
を
モ
デ
ル
に
し
、
左
か
に
は

同
じ
文
言
も
あ
る
、
と
い
う
一
節
で
あ
る
。

同
じ
言
葉
で
も
、
違
う
文
脈
で
は
ま
っ
た
く
意
味
が
違
っ
て
く
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
（
中
略
）
差
別
廃
止
の
ル
ー
ル
を
例
に
と
る
と
、

ド
イ
ツ
に
適
用
す
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
や
東
欧
人
の
虐
待
の
廃
止
に
た
る
。

三
、
回
想
録
に
あ
ら
わ
れ
た
部
落
問
題
（
２
）

Ｂ
０
Ｊ
ｈ
Ｈ
■
且
ヨ
ー
リ
可
ｄ
Ｎ
ｑ
州
、
■
１
対
４
口
而
凸
己
君
用
釘
感
回
り
切
凹
剖
回
咀
苅
Ｈ
１
３
Ｕ
ｈ
岨
Ⅱ
Ⅱ
。
堺
矧
刀
Ⅲ
刹
辿
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6８ 
６９戦後部落史と日本占領文書研究

参
謀
第
二
部
の
Ｃ
・
ウ
ィ
ロ
ピ
ー
『
知
ら
れ
ざ
る
日
本
占
領
』
も

ま
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
賛
歌
と
も
い
う
べ
き
内
容
で
、
と
く
に
民
政
局

に
た
い
す
る
敵
犠
心
、
占
領
行
政
の
主
役
を
民
政
局
に
奪
わ
れ
た
く

や
し
さ
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
ウ
ィ
ロ
ピ
ー
も
松
本
治
一
郎
の
公
職

追
放
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
年
代
の
誤
り
な
ど
が
あ

（
麹
）

る
。
同
書
を
読
む
限
り
、
松
本
追
放
に
参
謀
第
二
部
は
直
接
か
か
わ

っ
て
い
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
な
お
同
書
に
は
、
総
司

令
部
に
浸
透
し
て
い
る
「
左
翼
主
義
者
」
と
し
て
シ
ロ
タ
や
コ
ー
ェ

ン
な
ど
多
数
の
職
員
に
た
い
す
る
調
査
報
告
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

総
司
令
部
か
ら
離
れ
て
、
各
地
方
・
府
県
の
軍
政
部
・
軍
政
チ
ー

ム
は
、
よ
り
ナ
マ
の
形
で
部
落
問
題
に
直
面
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
事
実
、
米
陸
軍
第
六
軍
第
一
師
団
の
民
間
教
育

情
報
官
と
し
て
十
七
カ
月
に
わ
た
っ
て
京
都
に
い
た
Ｒ
・
テ
ク
ス
タ

ー
は
『
日
本
に
お
け
る
失
敗
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い

る
。
Ｖ
Ｉ
Ｐ
の
よ
う
な
来
訪
者
に
は
、
日
本
の
現
実
は
な
か
な
か
わ

か
る
も
の
で
は
な
い
と
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

来
訪
者
が
用
心
し
た
い
と
、
来
訪
者
が
き
っ
ぱ
り
拒
わ
ら
な
い
と
、
翌

日
は
、
つ
ね
に
有
能
な
来
訪
者
局
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
き
ち
ん
と
食
事

時
間
の
き
在
っ
た
、
そ
れ
こ
そ
、
一
分
の
隙
も
な
い
日
程
通
り
に
動
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
繊
維
工
場
で
、
多
分
、
三
十
分
。
そ
こ
で
来
訪
者
は

経
営
者
か
ら
儀
礼
的
に
さ
さ
や
か
な
記
念
品
を
贈
ら
れ
る
。
或
は
、
ま

た
、
皇
后
を
卒
業
生
に
持
つ
こ
と
を
誇
っ
て
い
る
京
都
の
最
も
ぴ
か
ぴ
か

ま
だ
ま
だ
続
く
そ
の
描
写
は
、
ち
ょ
う
ど
『
オ
ー
ル
・
ロ
マ
ン

屋
に
の
っ
た
「
特
殊
部
落
」
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
。
ト
レ
ー
シ
ー

が
京
都
を
訪
れ
た
の
は
一
九
四
八
年
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
各
地
で
似

た
よ
う
な
実
態
が
放
置
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
四
国
地
方
軍
政
部
に
勤
務
し
、
婦
人
問
題
を
担
当
し
て
い

た
Ｃ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
『
占
領
日
記
』
に
は
、
徳
島
市
で
の
出
来
事

と
し
て
、
「
同
和
会
」
の
集
ま
り
に
参
加
し
、
非
常
に
率
直
に
物
を

言
う
愉
快
な
リ
ー
ダ
ー
が
「
新
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
民
主
主
義
の
原

則
と
平
等
権
（
憲
法
一
四
条
）
を
、
メ
ン
バ
ー
に
ど
の
よ
う
に
し
た

ら
理
解
し
て
も
ら
え
る
の
か
」
と
、
熱
心
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
た

（
型
）

と
い
』
フ
ェ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
い
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
や
や
古
く
な
る
が
、
週
刊
新
潮
編
集
部
編
『
マ
ッ
カ

ー
サ
ー
の
日
本
』
は
、
一
九
六
八
年
当
時
、
ま
だ
健
在
だ
っ
た
多
く

の
ア
メ
リ
カ
側
関
係
者
の
証
言
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
既
述
の
関
係

い
狭
い
下
水
に
は
、
の
ろ
の
ろ
と
汚
水
が
流
れ
て
い
て
、
こ
の
貧
民
窟
の

一
端
を
区
切
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
灰
色
の
泥
々
と
し
た
、
ぞ
っ
と
す
る
よ

う
な
市
の
堀
割
の
入
江
に
続
い
て
い
た
。
二
十
軒
で
一
戸
の
ベ
ン
ジ
ョ
を

共
同
に
使
っ
て
い
た
。
形
も
大
き
さ
も
棺
桶
そ
っ
く
り
の
こ
の
便
所
は
、

長
屋
の
端
に
建
っ
て
い
た
が
、
見
た
い
で
も
そ
の
に
お
い
で
す
ぐ
そ
れ
と

分
っ
た
。
こ
の
便
所
の
外
側
で
は
一
群
の
人
々
が
、
我
慢
の
な
ら
ぬ
金
切

声
を
あ
げ
て
、
内
部
の
人
を
せ
き
立
て
て
い
た
。
中
に
は
こ
ら
え
切
れ
ず

（
、
）

に
そ
の
場
で
立
小
便
を
し
て
い
る
者
も
あ
っ
た
。

テ
ク
ス
タ
ー
も
言
う
よ
う
に
、
戦
後
の
部
落
の
実
態
は
あ
い
か
わ

ら
ず
悲
惨
な
実
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
京
都
に
限

ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
、
京
都
の
部
落
に
つ
い
て
の
記
述
が

あ
る
。
筆
者
は
ｏ
・
ト
レ
ー
シ
ー
と
い
い
、
「
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
』
紙

の
女
性
記
者
で
あ
る
。
ト
レ
ー
シ
ー
が
京
都
の
軍
政
部
の
若
い
軍
医

に
つ
れ
ら
れ
て
行
っ
て
見
た
部
落
の
実
態
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
（
こ
の
項
は
、
赤
塚
康
雄
氏
の
御
教
示
に
よ
る
）
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の
布
告
と
い
え
ど
も
、
恐
ら
く
同
様
に
水
泡
に
等

し
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
等
は
礼
儀
正
し
い
社
会
に
受
け
容
れ
ら
れ

る
こ
と
も
な
く
、
極
く
少
数
の
人
々
が
彼
等
の
こ
と
を
論
じ
は
し
た
が
、

新
聞
も
、
彼
等
の
立
場
や
問
題
を
一
度
も
と
り
上
げ
た
こ
と
が
な
く
、
彼

等
の
犯
罪
は
も
と
よ
り
、
少
し
で
も
彼
等
に
関
係
の
あ
る
こ
と
は
、
報
道

し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
等
は
数
百
年
に
わ
た
っ
て
旧

弊
を
侮
蔑
と
嫌
悪
を
浴
び
、
他
の
世
間
か
ら
全
く
隔
離
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

小
路
は
非
常
に
狭
く
、
汚
物
が
散
ら
ば
っ
て
お
り
、
両
側
の
覆
い
の
左

者
を
除
け
ば
、
ア
メ
リ
カ
市
民
自
由
連
合
の
会
長
で
あ
っ
た
ロ
ジ
ャ

ー
・
ポ
ー
ル
ド
ゥ
ィ
ン
が
自
費
で
来
日
し
、
日
本
の
人
権
擁
護
委
員

（
鍋
）

制
度
、
民
生
委
員
制
度
の
導
入
に
力
が
あ
っ
た
こ
と
、
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
の
副
官
ロ
ー
レ
ン
ス
・
パ
ン
カ
ー
の
”
日
記
”
を
引
用
し
て
、
一

九
四
七
年
に
一
人
の
ア
イ
ヌ
が
敬
意
を
こ
め
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
竹

の
杖
と
ウ
ル
シ
の
鉢
を
持
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
パ
ン
カ
ー
の
「
興
味

は
お
あ
り
で
す
か
」
と
の
問
い
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
返
事
は
な
か
っ

た
と
か
、
一
九
五
○
年
十
一
月
に
フ
フ
イ
フ
』
誌
が
吉
田
首
相
の
書

簡
を
ス
ッ
パ
抜
い
た
時
、
秘
書
が
や
っ
て
き
て
吉
田
の
立
場
を
支
持

（
型
）

し
て
く
れ
る
よ
う
に
懇
請
し
た
こ
と
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

回
想
録
の
最
後
は
ど
う
し
て
も
、
連
合
国
最
高
司
令
官
で
あ
っ
た

（
弱
）

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
自
身
の
『
回
想
記
』
に
ふ
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
が
、
こ
の
「
誇
張
と
自
己
正
当
化
に
満
ち
、
と
き
に
事
実
誤
認
と

（
顕
）

虚
偽
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
」
回
想
記
か
ら
、
直
接
部
落
問
題
に
か
か
わ

る
記
述
を
探
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

な
お
日
本
側
関
係
者
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
民
間
の
憲
法
研
究
会
の
一
員
で
「
憲
法
改
正
要
綱
」
を
ま
と

め
る
中
心
人
物
だ
っ
た
鈴
木
安
蔵
は
、
松
本
治
一
郎
と
以
下
の
よ
う

な
会
話
を
か
わ
し
た
と
記
し
て
い
る
。

松
本
治
一
郎
氏
と
憲
法
問
題
に
つ
い
て
語
っ
た
と
き
、
氏
は
真
剣
を
面

持
ち
で
、
共
和
制
が
よ
い
と
お
も
う
が
「
ど
う
で
し
ょ
う
、
現
天
皇
を
大

し
た
、
最
も
立
派
な
、
最
も
金
の
か
か
る
学
校
で
十
五
分
。
実
業
家
や
智

的
職
業
に
従
事
し
て
い
る
市
民
を
父
に
持
つ
、
こ
ぎ
れ
い
な
服
装
の
娘
達

が
美
し
い
神
聖
な
比
叡
山
を
背
景
に
し
て
、
バ
レ
ー
・
ポ
ー
ル
に
興
じ
て

い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
（
稀
に
は
、
民
間
教
育
官
は
日
本
の
最
も
重
大
な
教

育
問
題
に
な
っ
て
い
る
ニ
タ
」
、
ま
た
は
、
特
殊
部
落
の
学
校
を
来
訪

（
釦
）

者
に
見
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
）
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統
領
に
す
る
と
い
う
条
件
を
つ
け
て
は
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
わ

た
く
し
は
即
座
に
「
そ
れ
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
共
和
制
に
す
る
な
ら
現
天

皇
と
い
わ
ず
、
す
べ
て
廃
止
し
た
八
雫
」
と
答
え
た
。
氏
は
、
「
そ
う

で
す
か
」
と
納
得
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

以
上
、
筆
者
が
読
ん
だ
限
り
で
の
総
司
令
部
関
係
者
の
回
想
録
に

つ
い
て
検
討
し
た
が
、
そ
こ
に
は
部
落
問
題
が
意
外
と
多
く
の
顔
を

出
し
て
い
る
。
ベ
ア
テ
・
シ
ロ
タ
や
ベ
ア
ワ
ル
ド
、
あ
る
い
は
ウ
ィ

ロ
ビ
ー
の
よ
う
に
職
務
上
か
ら
部
落
問
題
と
か
か
わ
っ
た
職
員
も
い

れ
ば
、
パ
ッ
シ
ン
の
よ
う
に
直
接
の
担
当
で
は
な
い
が
日
本
に
い
る

間
ず
っ
と
部
落
問
題
に
関
心
を
持
ち
続
け
た
者
も
い
た
。
コ
ー
ェ
ン

も
そ
の
一
人
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
テ
ク
ス
タ
ー
や
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の

よ
う
に
軍
政
部
の
一
職
員
と
し
て
部
落
差
別
の
現
実
に
直
面
し
た
人

も
い
た
。

右
の
よ
う
な
人
た
ち
だ
け
が
部
落
問
題
と
か
か
わ
っ
た
わ
け
で
は

あ
る
ま
い
。
回
想
録
を
残
さ
な
か
っ
た
人
も
、
ま
た
回
想
録
で
は
ふ

れ
た
か
っ
た
関
係
者
の
場
合
で
も
、
た
と
え
小
さ
な
出
来
事
を
通
し

て
で
も
部
落
問
題
と
の
出
会
い
が
た
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

こ
う
し
た
回
想
録
も
一
つ
の
手
掛
り
と
し
て
、
占
領
期
の
部
落
問

題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
関
係
者
の
聞
き
と
り
や
資
料
調
査
に

取
組
む
こ
と
は
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
釦
）

究
の
必
要
性
を
指
摘
さ
れ
て
お
伽
ソ
、
今
後
と
ｊ
も
関
心
が
高
ま
っ
て
い

く
だ
ろ
う
。

だ
が
同
時
に
、
占
領
研
究
に
た
い
す
る
懐
疑
的
な
意
見
、
と
く
に

占
領
研
究
で
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
資
料
が
わ
か
る
の
か
、
あ
っ
て

も
表
面
的
な
資
料
し
か
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
消
極

的
な
意
見
が
あ
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
。

し
か
し
、
筆
者
は
戦
後
部
落
史
の
研
究
に
と
っ
て
、
占
領
研
究
が

避
け
て
通
れ
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

な
に
よ
り
も
、
戦
後
の
部
落
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
有
利
な
条
件

と
な
っ
た
民
主
的
な
改
革
が
連
合
国
に
よ
る
日
本
占
領
と
い
う
事
態

な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
以
上
、
日
本
占
領
が
ど
の
よ
う
な
歴

史
的
な
経
緯
と
力
関
係
の
も
と
で
実
施
さ
れ
、
民
主
的
改
革
に
ど
の

よ
う
な
意
義
と
限
界
を
付
与
し
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で

あ
ろ
う
。
日
本
本
土
の
占
領
が
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
や
、
ま
た
同
脹
」

日
本
で
も
沖
縄
の
軍
事
占
領
（
直
接
統
治
）
と
は
違
っ
て
間
接
統
治

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
部
落
問
題
あ
る
い
は
同

和
行
政
だ
け
が
占
領
政
策
と
無
縁
で
あ
っ
た
と
考
え
る
（
あ
る
い
は

思
い
こ
ん
で
き
た
）
こ
と
に
、
む
し
ろ
無
理
が
あ
る
。

も
し
占
領
政
策
が
当
時
の
部
落
解
放
運
動
や
同
和
行
政
に
大
き
な

影
響
を
与
え
な
か
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
こ
と
自
体
の
意
味
が

一
度
は
問
わ
れ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
総
司
令
部
は
部
落
問
題
に
ま

っ
た
く
理
解
が
な
く
、
無
頓
着
だ
っ
た
の
か
。
憲
法
第
十
四
条
で
す

も
っ
と
も
、
「
占
領
研
究
の
機
は
熟
し
た
」
と
い
っ
て
も
、
十
年

前
に
は
研
究
の
基
礎
と
な
る
資
料
は
ア
メ
リ
カ
に
し
か
な
く
、
実
際

上
は
ご
く
限
ら
れ
た
一
部
の
研
究
者
に
し
か
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
状
態
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
先
人
た
ち
に
よ
っ
て
占

領
研
究
の
基
礎
的
な
研
究
が
進
み
、
い
ま
私
た
ち
は
多
く
の
成
果
に

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
直
接
資
料
に
あ
た
る
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
っ
た
。

国
立
国
会
図
書
館
が
、
膨
大
な
量
の
連
合
国
に
よ
る
日
本
占
領
文

書
を
マ
イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
で
収
集
を
開
始
し
た
の
は
、
一
九
七

（
犯
）

八
年
度
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
収
集
作
業
は
な
お
継
続
さ
れ
て

い
る
が
、
と
も
か
く
こ
の
国
会
図
書
館
の
努
力
に
よ
っ
て
、
よ
う
や

く
幅
広
い
研
究
者
に
一
連
の
文
書
を
利
用
す
る
条
件
が
確
保
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

戦
後
の
部
落
史
と
か
か
わ
っ
て
連
合
国
の
日
本
占
領
文
書
を
初
め

て
紹
介
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
赤
塚
康
雄
氏
で
あ
ろ
う
。
赤
塚
氏
は

『
戦
後
大
阪
市
教
育
史
』
（
１
）
の
な
か
で
、
一
九
四
七
年
十
一
月

に
、
部
落
解
放
全
国
委
員
会
が
二
度
に
わ
た
っ
て
総
司
令
部
の
民
間

情
報
教
育
局
を
た
ず
ね
、
陳
情
し
て
い
る
事
実
な
ど
を
紹
介
し
て
い

（
調
）

る
。
ま
た
近
年
で
は
、
鈴
木
二
郎
氏
が
部
落
史
と
の
関
連
で
占
領
研

べ
て
は
終
わ
っ
た
と
考
え
、
そ
れ
以
降
は
無
視
し
た
の
か
。
部
落
問

題
の
解
決
は
民
主
化
の
路
線
と
一
致
し
て
い
た
か
ら
禁
止
も
奨
励
も

し
た
か
っ
た
の
か
、
等
々
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
こ
れ
ま
で
誰
も

実
証
し
て
は
い
な
い
し
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
大
い

に
あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
占
領
が
「
占
領
し
た
者
と
さ
れ
た
者
」
で
あ
り
、
民
主

的
改
革
を
日
本
政
府
や
国
民
の
側
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
か
が

（
似
）

そ
の
後
の
改
革
の
実
質
化
・
定
着
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
赤

沢
史
朗
氏
が
占
領
政
策
史
研
究
の
今
後
の
課
題
と
し
て
、
戦
後
改
革

の
「
政
策
担
当
者
の
主
体
性
や
戦
後
改
革
の
政
策
内
容
の
問
題
を
、

そ
れ
を
受
け
止
め
る
国
民
の
側
や
社
会
状
況
と
の
関
わ
り
で
論
じ
て

（
⑫
）
 

い
く
こ
と
」
を
指
摘
し
て
い
る
の
も
、
同
じ
意
味
だ
ろ
う
。
部
落
問

題
あ
る
い
は
部
落
解
放
運
動
と
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
問
題
の
典
型
で

あ
り
、
右
の
よ
う
な
視
点
か
ら
占
領
期
の
部
落
問
題
を
と
ら
え
な
お

す
こ
と
、
逆
に
部
落
問
題
の
観
点
か
ら
占
領
研
究
を
と
ら
え
な
お
す

こ
と
は
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
と
関
連
し
て
、
去
る
三
月
に
お
こ
た
っ
た
ハ
ー
バ
ー
ト
・

（
銅
）

パ
ッ
シ
ン
氏
の
聞
き
と
り
か
ら
は
、
多
く
の
一
示
唆
を
受
け
た
。
聞
き

と
り
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
総
司
令
部
は
部
落
問
題
の
解
決

の
た
め
に
必
ず
し
も
有
効
な
施
策
を
実
施
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理

由
と
し
て
は
Ｐ
従
来
の
よ
う
に
占
領
し
た
側
の
問
題
点
だ
け
を
指
摘

し
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
許
し
た
占
領
さ
れ
た
側
、
と
く

四
、
占
領
研
究
と
い
う
視
角

１
１
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冠
に
日
本
政
府
の
責
任
放
棄
に
つ
い
て
も
厳
し
く
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
さ
に
占
領
研
究
は
、
現
在
の
我
々
自

身
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

十
年
前
に
は
、
ま
だ
戦
後
の
部
落
問
題
を
考
え
る
う
え
で
基
礎
的

な
資
料
が
な
に
一
つ
収
集
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、

関
係
者
の
努
力
に
よ
っ
て
『
解
放
新
聞
』
の
縮
刷
版
が
刊
行
さ
れ
、

『
部
落
解
放
運
動
基
礎
資
料
集
』
全
四
巻
や
『
戦
後
部
落
問
題
の
研

究
』
全
七
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
日
本
側
・
運
動

側
の
資
料
の
す
べ
て
で
は
な
い
し
、
と
く
に
同
和
行
政
に
か
か
わ
る

資
料
は
欠
落
し
て
い
る
。
占
領
文
書
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
欠
落
が

す
べ
て
埋
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
占
領
文
書
の
研
究
の
独
自
の
必
要
性

を
軽
視
し
て
は
な
る
ま
い
。
戦
後
部
落
史
の
側
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で

の
占
領
研
究
の
膨
大
な
蓄
積
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
同
時
に
部
落
史
に
つ
い
て
問
題
意
識
を
持
つ
も
の
が
積

極
的
に
こ
の
占
領
研
究
に
欠
落
し
て
い
た
視
点
を
埋
め
る
努
力
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
占
領
研
究
が
よ
り
豊
か

な
視
点
を
持
ち
、
あ
わ
せ
て
戦
後
部
落
史
の
研
究
が
質
的
に
高
ま
っ

て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

そ
し
て
当
面
は
、
今
後
の
研
究
の
土
台
と
な
る
関
係
資
料
の
収
集

に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
予
備
調
査
の
経
験

で
は
、
国
立
国
会
図
書
館
が
収
集
し
て
い
る
連
合
国
の
日
本
占
領
文

以
上
の
よ
う
な
占
領
研
究
お
よ
び
戦
後
部
落
史
研
究
の
現
状
を
ふ

ま
え
、
連
合
国
の
日
本
占
領
文
書
研
究
の
意
義
と
し
て
、
と
り
あ
え

ず
以
下
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
は
、
戦
後
初
期
の
部
落
の
実
態
の
実
証
的
解
明
に
と
っ

て
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

占
領
の
時
期
（
一
九
四
五
年
’
五
二
年
）
が
、
部
落
史
の
う
え
で

大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
誰
し
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
し
て
も
、
農
地
改
革
に
し
て
も
、

部
落
と
部
落
問
題
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
構
造
は
大
き
く
変
化
を
と
げ

た
。
「
国
民
的
融
合
」
論
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
民
主
的
改
革
に
よ
っ

職
て
、
「
部
落
差
別
を
残
し
支
え
て
き
た
基
礎
が
基
本
的
に
解
体
さ
れ
」

書
（
妬
）

文
た
と
ま
で
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
十
分
に
実
証

蝿
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
は
た
し
て
、
戦
後
の
民
主
的
改
革
に
よ
っ
て
、
日
本
は
ど
の
よ
う

日と
を
社
会
。
経
済
構
造
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
か
つ
そ
の
も
と
で
部
落

鮫
は
ど
の
よ
う
な
変
ぼ
う
を
と
げ
る
に
い
た
っ
た
の
か
、
そ
の
実
証
的

郷
研
究
は
、
従
来
の
ど
の
時
期
よ
り
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

戦
し
か
し
、
そ
れ
を
実
証
的
に
解
明
す
る
た
め
の
歴
史
的
な
資
料
は

泊
十
分
に
は
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
空
白
期
を
埋
め
る
資
料
を
、

五
、
占
領
文
書
研
究
の
意
義

書
の
な
か
で
は
、
部
落
問
題
に
関
係
す
る
資
料
が
ま
と
ま
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
左
か
か
ら
関
係
資
料
を
抽
出
し
収
集
す
る
こ
と

自
体
、
大
き
な
労
力
を
必
要
と
す
る
。

も
し
調
査
の
目
的
を
、
戦
時
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
連
合
国
の
部

落
問
題
の
認
識
、
政
策
立
案
に
ま
で
広
げ
る
と
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ

政
府
の
国
務
・
陸
軍
・
海
軍
三
省
調
整
委
員
会
（
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
）
、

連
合
国
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
っ
た
極
東
委
員
会
（
Ｆ
Ｅ
Ｃ
）
、
極

東
委
員
会
の
出
先
機
関
で
あ
る
対
日
理
事
会
（
Ａ
Ｃ
Ｊ
）
関
係
文
書

な
ど
、
検
索
の
対
象
は
、
さ
ら
に
ひ
ろ
が
る
。

加
え
て
、
個
人
文
書
が
あ
る
。
憲
法
関
係
で
は
ラ
ウ
エ
ル
文
書
、

ハ
ッ
シ
ー
文
書
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
自
身
の
文
書
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
文
書
、
ウ
ィ
ロ
ピ
ー
文
書
等
々
、

実
に
豊
富
で
あ
り
、
幅
広
い
研
究
者
と
の
協
力
な
し
に
は
、
関
係
資

料
の
収
集
は
不
可
能
で
あ
る
。

戦
後
の
教
育
改
革
に
つ
い
て
高
橋
史
朗
氏
が
指
摘
し
て
い
ろ
「
膨

大
な
史
料
群
の
ほ
ん
の
一
部
を
つ
ま
み
食
い
し
て
、
新
発
見
の
成
果

（
坐
）

を
誇
る
こ
と
の
愚
か
さ
、
浅
ま
し
さ
」
を
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
犯
し

て
は
た
る
ま
い
。

占
領
研
究
の
大
き
な
流
れ
か
ら
は
十
年
遅
れ
て
は
い
る
が
、
今
こ

そ
関
係
者
の
聞
き
と
り
も
含
め
て
、
部
落
問
題
の
観
点
か
ら
こ
れ
に

取
り
組
む
時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
占
領
文
書
の
左
か
か
ら
ど
れ
だ
け
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
、
一
つ
の
課
題
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
赤
塚
氏
は
、
解
放
委
員
会
が

二
度
に
わ
た
っ
て
総
司
令
部
の
民
間
情
報
教
育
局
に
陳
情
に
い
っ
た

事
実
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
解
放
委
員
会
は
近
代
日
本
に
お

け
る
被
差
別
民
の
地
位
に
つ
い
て
の
大
部
を
資
料
を
持
っ
て
き
た
と

い
う
し
、
同
様
の
資
料
が
な
お
現
在
準
備
さ
れ
て
い
る
と
記
録
さ
れ

（
妬
）

て
い
る
。
ま
た
一
九
四
八
年
に
軍
政
部
が
各
府
県
に
部
落
数
．
人
口

・
団
体
の
有
無
を
照
会
し
た
と
さ
れ
、
実
際
に
大
阪
の
能
勢
町
の
行

政
文
書
か
ら
は
こ
の
照
会
に
対
し
て
回
答
し
た
文
書
が
発
掘
さ
れ
て

（
幻
）

い
る
。
こ
う
し
た
事
例
以
外
に
も
、
当
時
の
被
差
別
部
落
の
実
態
を

示
す
資
料
が
日
本
占
領
文
書
の
な
か
に
埋
も
れ
て
い
る
こ
と
は
十
分

に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
発
掘
さ
れ
れ
ば
貴
重
な
資
料
と
な
る

だ
ろ
う
。

だ
が
部
落
の
実
態
の
解
明
は
、
日
本
占
領
文
書
研
究
の
意
義
の
一

つ
の
面
に
す
ぎ
な
い
。
第
二
の
、
よ
り
重
要
な
意
義
は
、
占
領
文
書

研
究
を
通
し
て
、
こ
の
時
期
の
運
動
側
・
行
政
側
の
様
々
な
動
き
を

評
価
す
る
際
の
評
価
軸
を
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。

占
領
期
の
部
落
問
題
研
究
に
は
様
々
な
テ
ー
マ
が
考
え
ら
れ
る

が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
憲
法
第
十
四
条
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
、
松
本
治
一
郎
の
追
放
お
よ
び
追
放
解
除
の
経
緯
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
、
二
つ
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
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る
こ
と
の
重
要
さ
を
い
ず
れ
も
初
め
て
公
け
に
指
摘
し
た
の
は
、
一

九
六
五
年
に
出
さ
れ
た
国
の
同
和
対
策
審
議
会
答
申
で
あ
る
。
そ
の

同
対
審
答
申
は
、
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
部

落
問
題
解
決
の
た
め
に
国
が
な
ん
ら
の
積
極
的
な
施
策
を
と
っ
て
こ

な
か
っ
た
（
そ
れ
故
に
一
九
五
八
年
以
降
の
国
策
樹
立
を
求
め
る
国

民
運
動
が
展
開
さ
れ
た
）
こ
と
へ
の
批
判
、
反
省
と
し
て
生
ま
れ
た
。

今
あ
ら
た
め
て
、
二
十
年
前
に
な
ぜ
同
対
審
答
申
が
出
さ
れ
た
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
す
な
わ
ち
「
地
対
協
意
見
具
申
」
が
答

申
の
意
義
と
と
も
に
消
し
去
ろ
う
と
し
て
い
る
歴
史
を
、
具
体
的
な

事
実
を
も
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
戦
後
の
民
主
的
改
革
は
、
部
落
問
題
の
解
決
に
と
っ

て
有
利
な
条
件
で
あ
っ
た
。
だ
が
同
時
に
、
こ
の
有
利
な
条
件
を
生

か
し
部
落
問
題
の
根
本
的
解
決
の
た
め
に
国
の
取
組
み
が
欠
落
さ
せ

た
こ
と
が
、
今
日
の
状
況
を
生
ん
だ
大
き
な
要
因
だ
と
い
え
る
。

部
落
解
放
運
動
、
同
和
行
政
の
実
証
的
研
究
を
通
し
て
、
占
領
期

の
部
落
問
題
を
正
と
負
の
両
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
そ
の

後
の
部
落
解
放
運
動
や
同
和
行
政
の
意
義
と
課
題
を
明
ら
か
に
し
、

国
の
同
対
審
答
申
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
明
確
に
し
、
今
日
の
反
動

攻
勢
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
し
、
今
後
の
部
落
問
題
解
決
の

方
向
を
さ
ぐ
る
教
訓
と
す
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
り
、
戦
後
部
落
史

の
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
運
動
側
の
要
求
や
動
き
に

つ
い
て
は
、
基
礎
資
料
の
刊
行
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ

れ
、
論
文
で
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
日
本
政
府
や
占
領
政

策
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ

う
し
た
資
料
が
欠
落
し
て
い
た
こ
と
が
な
に
よ
り
の
原
因
だ
ろ
う

が
、
同
時
に
そ
う
し
た
大
き
な
枠
組
み
の
な
か
で
部
落
問
題
を
と
ら

え
て
い
こ
う
と
す
る
問
題
意
識
が
稀
薄
だ
っ
た
と
い
う
反
省
が
筆
者

自
身
に
は
あ
る
。

こ
の
占
領
期
に
は
、
「
天
皇
及
び
日
本
政
府
の
国
家
統
治
の
権
限

（
妃
）

は
、
連
合
国
最
高
司
令
官
と
し
て
の
貴
官
に
従
属
す
る
」
と
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
部
落
解
放
運
動
や
同
和
行
政
も
総
司
令
部

（
蛆
）

の
「
奨
励
」
や
「
統
制
」
「
制
限
」
、
あ
る
い
は
「
指
導
」
を
ま
っ
た

く
受
け
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
の
ほ
う
が
不
合
理
で
あ
る
。

憲
法
第
十
四
条
の
成
立
に
総
司
令
部
を
は
じ
め
と
し
て
誰
が
ど
の

よ
う
に
、
ど
の
程
度
関
与
し
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
を
解
明
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
も
知
ら
れ
て
い
た
部
落
解
放
運
動
の

動
き
も
正
確
に
評
価
さ
れ
、
果
し
た
役
割
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま

た
松
本
治
一
郎
の
追
放
お
よ
び
追
放
解
除
に
つ
い
て
も
、
総
司
令
部

や
日
本
政
府
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
推
進
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
部
落
解
放
運
動
が
取
組
ん
だ
追
放
反
対
闘
争
の

（
釦
）

意
義
や
評
価
も
定
ま
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
評
価
軸
を
定
め
る
と
は
、

以
上
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

第
三
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
戦
後
部
落
史
の
研
究
史
上
の
意
義
だ

け
で
は
な
く
、
今
日
、
部
落
解
放
運
動
に
か
け
ら
れ
て
い
る
「
地
対

協
意
見
具
申
」
路
線
を
批
判
し
、
部
落
問
題
解
決
に
お
け
る
「
国
の

責
務
」
と
い
う
問
題
を
あ
ら
た
め
て
具
体
的
に
提
示
す
る
一
つ
の
契

機
と
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
る
。

中
曽
根
内
閣
に
よ
っ
て
「
戦
後
政
治
の
総
決
算
」
が
叫
ば
れ
て
す

で
に
久
し
い
。
そ
れ
は
究
極
に
お
い
て
日
本
国
憲
法
の
理
念
を
は
じ

め
と
す
る
戦
後
の
民
主
的
改
革
が
持
っ
て
い
た
積
極
的
な
意
義
を
否

定
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
「
戦
後
政
治
の
総
決
算
」
が

歴
史
研
究
の
名
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
連
合
国
の
日
本
占
領
文
書
を

使
っ
て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
さ
れ
て
い
る
。

部
落
問
題
に
お
け
る
「
戦
後
政
治
の
総
決
算
」
と
し
て
、
「
地
対

協
意
見
具
申
」
が
う
た
わ
れ
た
。
そ
の
基
本
的
な
特
徴
は
、
部
落
問

題
解
決
に
お
け
る
国
の
責
務
の
放
棄
と
糾
弾
の
否
定
、
そ
し
て
公
益

法
人
構
想
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
国
家
統
制
の
強
化
に
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
今
般
の
新
法
「
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上

の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
部
落

解
放
運
動
お
よ
び
国
民
運
動
に
結
集
す
る
幅
広
い
各
界
各
層
の
反
撃

に
よ
っ
て
、
こ
の
「
地
対
協
意
見
具
申
」
路
線
が
そ
の
通
り
貫
徹
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
地
対
協
意
見
具
申
」
が
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
国
の
責
務
、

糾
弾
お
よ
び
部
落
解
放
運
動
の
意
義
、
そ
し
て
地
域
住
民
と
連
携
す

注（
１
）
袖
井
林
二
郎
『
占
領
し
た
者
さ
れ
た
者
』
（
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、

一
九
八
六
年
）
一
三
八
頁
。

（
２
）
前
者
の
例
と
し
て
は
、
袖
井
林
二
郎
編
『
世
界
史
の
な
か
の
日
本

占
領
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
五
年
）
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
坂

本
義
和
／
Ｒ
・
Ｅ
・
ウ
ォ
ー
ド
編
『
日
本
占
領
の
研
究
』
（
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
。

（
３
）
思
想
の
科
学
研
究
会
編
『
共
同
研
究
／
日
本
占
領
』
（
徳
間
書
店
、

一
九
七
二
年
）
四
九
一
’
二
頁
。

（
４
）
思
想
の
科
学
研
究
会
編
『
共
同
研
究
／
日
本
占
領
軍
。
そ
の
光
と

影
』
（
徳
間
書
店
、
一
九
七
八
年
）
上
巻
四
六
六
’
四
七
三
頁
「
社

会
と
世
相
Ｉ
・
部
落
解
放
運
動
と
占
領
」
。

（
５
）
同
前
、
別
冊
、
二
六
頁
、
一
三
一
一
頁
。

（
６
）
松
浦
総
三
「
反
民
主
主
義
の
転
換
過
程
ｌ
戦
犯
追
放
か
ら
レ
ッ

ド
パ
ー
ジ
ま
で
」
『
共
同
研
究
／
日
本
占
領
』
所
収
）
一
五
七
頁
。

た
と
え
ば
、
松
本
追
放
が
一
九
五
一
年
一
月
だ
と
い
っ
た
記
述
。

（
７
）
袖
井
林
二
郎
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
二
千
日
』
（
中
央
公
論
社
、
一

九
七
四
年
。
の
ち
中
公
文
庫
、
一
九
七
六
年
）
二
○
一
’
四
頁
。

（
８
）
袖
井
林
二
郎
『
拝
啓
マ
ッ
カ
ー
サ
Ｉ
元
帥
様
』
（
大
月
書
店
、
一

九
八
五
年
）
一
六
頁
。
な
お
袖
井
氏
は
同
書
四
九
頁
以
下
で
、
農
地

改
革
と
関
連
し
て
部
落
か
ら
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
手
紙
も
紹
介
し

て
い
る
。

（
９
）
ハ
ン
ス
・
ベ
ア
ワ
ル
ド
『
指
導
者
追
放
』
（
勁
草
書
房
、
一
九
七

○
年
）
一
一
一
三
頁
、
九
一
頁
。
の
ち
に
、
ベ
ア
ワ
ル
ド
氏
か
ら
の
書
簡
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（
一
九
八
七
年
四
月
一
一
三
日
付
）
に
よ
れ
ば
、
氏
は
松
本
追
放
に
は

直
接
タ
ッ
チ
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

（
蛆
）
竹
前
栄
治
「
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
」
（
『
共
同
研
究
／
日
本
占
領
軍
』
）

上
巻
二
八
七
’
二
九
三
頁
。

（
ｕ
）
部
落
解
放
研
究
所
で
は
、
原
田
伴
彦
記
念
基
金
の
第
二
年
度
事
業

と
し
て
国
立
国
会
図
書
館
が
収
集
し
て
い
る
連
合
国
の
日
本
占
領
文

書
の
調
査
研
究
に
取
組
む
こ
と
を
決
定
し
、
す
で
に
予
備
調
査
を
開

始
し
て
い
る
。
本
稿
も
同
調
査
研
究
事
業
の
一
つ
で
あ
る
。

（
、
）
コ
ー
ト
ニ
ー
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
『
日
本
に
お
け
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

Ｉ
彼
は
わ
れ
わ
れ
に
何
を
残
し
た
か
』
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
五

七
年
）
一
四
七
頁
。

（
Ⅲ
）
連
合
軍
総
司
令
部
編
『
日
本
占
領
の
使
命
と
成
果
』
（
板
垣
書
房
、

一
九
五
○
年
）
一
一
一
○
頁
、
三
四
頁
、
一
一
一
九
頁
、
四
一
頁
。

（
Ⅲ
）
竹
前
栄
治
「
ケ
ー
デ
ィ
ス
日
本
占
領
回
顧
録
」
（
『
東
京
経
大
学
会

誌
』
第
一
四
八
号
、
一
九
八
六
年
十
一
月
）
。
な
お
そ
の
一
部
は
翻

訳
さ
れ
、
「
米
占
領
政
策
の
意
図
ｌ
元
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
次
長
ケ
ー

デ
ィ
ス
に
聞
く
」
Ｓ
中
央
公
論
』
一
九
八
七
年
五
月
号
）
で
紹
介
さ

れ
た
。

（
巧
）
佐
藤
達
夫
「
日
本
国
憲
法
成
立
史
（
Ⅳ
）
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
一

○
一
号
、
一
九
五
六
年
三
月
一
日
）
四
五
頁
。

（
蛆
）
『
憲
法
制
定
の
過
程
に
関
す
る
小
委
員
会
第
二
七
回
議
事
録
』
（
一

九
五
九
年
九
月
三
十
日
）
一
一
’
三
頁
。

（
Ⅳ
）
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
章
案
じ
た
い
を
「
い
が
の
ま
ま
の
栗
」
と
評
し
て

い
た
の
は
、
当
時
憲
法
改
正
問
題
を
担
当
し
て
い
た
国
務
大
臣
松
本

新
社
、
一
九
五
二
年
）
七
七
頁
。

（
Ⅲ
）
オ
ー
ナ
ー
・
ト
レ
ー
シ
ー
『
カ
ヶ
モ
ノ
ー
占
領
日
本
の
裏
表
』

（
文
芸
春
秋
新
社
、
一
九
五
二
年
）
一
四
一
頁
。

（
皿
）
カ
ル
メ
ン
・
ジ
薑
ン
ソ
ン
『
占
領
日
記
ｌ
草
の
根
の
女
た
ち
』

（
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
六
年
）
二
○
一
頁
。

（
認
）
週
刊
新
潮
編
集
部
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
日
本
』
（
新
潮
社
、
一
九

七
○
年
）
七
六
’
八
二
頁
。

（
弘
）
同
前
、
二
四
二
１
九
頁
。

（
弱
）
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
回
想
記
』
（
朝
日

新
聞
社
、
一
九
六
四
年
）
。

（
調
）
袖
井
林
二
郎
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
二
千
日
』
（
中
公
文
庫
、
一
九

七
六
年
）
三
四
四
頁
。

（
即
）
鈴
木
安
蔵
『
憲
法
制
定
前
後
』
（
青
木
書
店
、
一
九
七
七
年
）
六

二
頁
。

（
躯
）
同
資
料
の
内
容
お
よ
び
国
立
国
会
図
書
館
の
収
集
作
業
の
経
過
に

つ
い
て
は
、
星
健
一
「
連
合
国
の
日
本
占
領
文
書
に
関
す
る
研
究
案

内
」
ｓ
名
古
屋
大
学
教
育
改
革
研
究
会
第
六
回
記
録
』
一
九
八
五
年

六
月
）
。

（
胡
）
赤
塚
康
雄
『
戦
後
大
阪
市
教
育
史
』
（
１
）
（
大
阪
市
教
育
セ
ン
タ

ー
研
究
紀
要
第
一
号
、
一
九
八
四
年
三
月
）
一
八
七
ｌ
一
九
四
頁
。

（
釦
）
鈴
木
二
郎
「
人
権
秩
序
と
し
て
の
新
国
際
秩
序
・
被
差
別
部
落
」

（
鈴
木
『
現
代
社
会
と
部
落
問
題
』
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
八
六

年
）
二
○
六
頁
。

（
虹
）
「
占
領
し
た
者
と
さ
れ
た
者
、
こ
の
両
者
の
関
係
、
そ
の
ダ
イ
ナ

無
治
自
身
で
あ
っ
た
（
佐
藤
「
日
本
国
憲
法
成
立
史
（
３
）
」
『
ジ
ニ

リ
ス
ト
』
第
八
三
号
、
一
九
五
五
年
六
月
一
日
、
九
頁
）
。

（
岨
）
そ
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
（
巧
）
と
同
じ
。

（
四
）
高
柳
賢
三
・
大
友
一
郎
・
田
中
英
夫
編
著
『
日
本
国
憲
法
制
定
の

過
程
』
Ⅱ
解
説
（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
一
五
六
頁
。

（
別
）
《
《
益
昌
】
］
◎
国
囚
冒
ど
の
菌
三
】
］
を
消
し
《
ご
畳
・
目
］
ご
と
加
筆
。

な
お
ハ
ッ
シ
ー
文
書
に
つ
い
て
は
、
田
中
英
夫
氏
（
成
躍
大
学
）
か

ら
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
皿
）
田
中
英
夫
『
憲
法
制
定
過
程
覚
え
書
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）

六
九
’
七
六
、
一
一
一
三
’
五
頁
。

（
肥
）
セ
オ
ド
ア
・
コ
ー
ニ
ン
『
日
本
占
領
革
命
ｌ
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の
証

言
』
（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
三
年
）
上
巻
六
○
頁
。

（
卵
）
清
水
伸
編
著
『
逐
条
日
本
国
憲
法
審
議
録
』
第
四
巻
（
有
斐
閣
、

一
九
六
一
一
一
年
）
一
一
三
六
’
七
頁
。

（
型
）
同
前
、
一
一
三
○
頁
。

（
妬
）
同
前
、
二
六
三
頁
。

（
妬
）
コ
ー
エ
ン
、
前
掲
書
、
上
巻
三
五
一
’
五
頁
、
下
巻
一
○
○
頁
、

一
七
一
頁
。

（
幻
）
ハ
ー
パ
ー
ト
・
パ
ッ
シ
ン
『
米
陸
軍
日
本
語
学
校
』
（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ

リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
一
年
）
一
一
三
’
五
頁
。

（
肥
）
同
前
、
一
一
○
一
’
三
頁
。

（
別
）
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
イ
ロ
ピ
ー
『
知
ら
れ
ざ
る
日
本
占
領
』
（
番
町

書
房
、
一
九
七
三
年
）
一
四
五
頁
。

（
釦
）
ロ
パ
ー
ト
・
テ
ク
ス
タ
ー
『
日
本
に
お
け
る
失
敗
』
（
文
芸
春
秋

ミ
ッ
ク
ス
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
こ
そ
占
領
研
究
の
か
ぎ
が
あ
ろ

う
」
（
袖
井
『
占
領
し
た
者
さ
れ
た
者
』
三
一
頁
）
。

（
蛆
）
赤
沢
史
朗
「
占
領
と
戦
後
改
革
」
（
佐
々
木
潤
之
助
・
石
井
進
『
新

編
日
本
史
研
究
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）
四
六
三

頁
。

（
妬
）
ハ
ー
パ
ー
ト
・
パ
ッ
シ
ン
の
聞
き
と
り
は
、
本
誌
本
号
に
掲
載
し

て
い
る
。

（
仏
）
高
橋
史
朗
「
概
説
・
占
領
下
の
教
育
改
革
」
『
現
代
の
エ
ス
プ

リ
』
二
○
九
号
、
一
九
八
四
年
十
一
一
月
）
一
一
一
頁
。

（
妬
）
「
二
十
一
世
紀
を
め
ざ
す
部
落
解
放
の
基
本
方
向
」
（
『
解
放
の
道
』

理
論
・
政
策
・
資
料
版
、
第
三
九
号
、
一
九
八
七
年
四
月
五
日
）
。

（
妬
）
赤
塚
、
前
掲
書
、
一
八
八
’
九
頁
。

（
灯
）
大
阪
同
和
教
育
史
料
集
編
纂
委
員
会
『
大
阪
同
和
教
育
史
料
集
』

第
二
巻
（
部
落
解
放
研
究
所
、
一
九
八
三
年
）
七
七
頁
。

（
蛆
）
「
連
合
国
最
高
司
令
官
の
権
限
に
関
す
る
通
達
」
（
清
水
伸
『
逐

条
日
本
国
憲
法
審
議
録
』
第
四
巻
、
二
一
九
頁
）
。

（
蛆
）
「
降
伏
後
に
於
け
る
米
国
の
初
期
の
対
日
方
針
」
（
同
前
、
一
一
三

○
頁
）
。

（
印
）
松
本
治
一
郎
の
公
職
追
放
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
占
領
文

書
か
ら
み
た
松
本
追
放
問
題
」
（
『
部
落
解
放
』
二
六
二
号
、
一
九
八

七
年
六
月
）
参
照
。
な
お
、
拙
稿
で
ふ
れ
て
い
な
い
事
実
と
し
て
、

一
九
四
六
年
二
月
二
十
日
の
部
落
解
放
人
民
大
会
で
松
本
の
公
職
追

放
除
外
運
動
を
お
こ
す
こ
と
を
決
議
し
て
い
る
こ
と
（
『
復
刻
・
部
落

解
放
人
民
大
会
速
記
録
Ｓ
を
付
記
し
て
お
く
。

』




